
 

 

令和２年６月１２日 

総 務 部 総 務 課 

 

江東区事務手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  戸籍法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の一部改正に伴い規定を整備するとともに、新たな事務手数料を

規定するため、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

(1) 戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の全部、個人又は一部の記録事項証明書

の交付手数料の名称について、規定整備を行う。（別表第２関係） 

手数料の名称 

戸籍謄本又は抄本の交付手数料 

戸籍の全部、個人又は一部を証明した戸籍証明書の交付手数料 

除籍謄本又は抄本の交付手数料 

除籍の全部、個人又は一部を証明した除籍証明書の交付手数料 

(2) マイナンバーの通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付に係る手

数料を削る。（別表第２関係） 

(3) 東京都屋外広告物条例の一部改正に伴い、屋外広告物の許可申請手数料

について、新たにプロジェクションマッピングに係る手数料額を規定する。

（別表第９条関係） 

 手数料の名称 額 

屋外広告物許可申請手数料 

プロジェクションマッピング   

面積５平方メートルまでごとにつき 

３，２２０円（ただし、面積１，０００

平方メートルを超えるものにあっては、

６４４，０００円） 

 

３ 施行期日 

  (1)及び(2)については、公布の日から、(3)については、令和２年７月１

日から施行する。 
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２ 区民部関係手数料（第６条関係） 別表第２ 区民部関係手数料（第６条関係） 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

１ 戸籍法（昭

和２２年法律

第２２４号）

第１０条第１

項、第１０条

の２第１項か

ら第５項まで

若しくは第１

２６条の規定

に基づく戸籍

の謄本若しく

は抄本の交付

又は同法第１

２０条第１項

若しくは第１

２６条の規定

に基づく磁気

ディスクをも

って調製され

た戸籍に記録

されている事

項の全部若し

くは一部を証

明した書面の

交付 

戸籍

謄本

又は

抄本

の交

付手

数料 

戸籍

の全

部、

個人

又は

一部

の記

録事

項証

明書

の交

付手

数料 

１ 通 に つ

き  ４ ５

０ 円 。 た

だ し 、 戸

籍 の 全 部

又 は 個 人

の 記 録 事

項 証 明 書

の 証 明 書

自 動 交 付

機 に よ る

交 付 の 場

合 は 、 １

通 に つ き

 ３ ５ ０

円 

交 付

申 請

の と

き 

２ （略） 

３ 戸籍法第１

２条の２にお

いて準用する

同法第１０条

第１項若しく

は第１０条の

２第１項から

第５項までの

規定若しくは

同法第１２６

条の規定に基

づく除かれた

戸籍の謄本若 

除籍

謄本

又は

抄本

の交

付手

数料 

除籍

の全

部、

個人

又は

一部 

１ 通 に つ

き  ７ ５

０円 

交 付

申 請

の と

き 

しくは抄本の の記   

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

１ 戸籍法（昭

和２２年法律

第２２４号）

第１０条第１

項、第１０条

の２第１項か

ら第５項まで

若しくは第１

２６条の規定

に基づく戸籍

の謄本若しく

は抄本の交付

又は同法第１

２０条第１項

若しくは第１

２６条の規定

に基づく磁気

ディスクをも

って調製され

た戸籍に記録

されている事

項の全部若し

くは一部を証

明した書面の

交付 

戸籍

謄本

又は

抄本

の交

付手

数料 

戸籍

の全

部、

個人

又は

一部

を証

明し

た戸

籍証

明書

の交

付手

数料 

１ 通 に つ

き  ４ ５

０ 円 。 た

だ し 、 戸

籍 の 全 部

又 は 個 人

を 証 明 し

た 戸 籍 証

明 書 の 証

明 書 自 動

交 付 機 に

よ る 交 付

の 場 合

は 、 １ 通

に つ き  

３５０円 

交 付

申 請

の と

き 

２ （略） 

３ 戸籍法第１

２条の２にお

いて準用する

同法第１０条

第１項若しく

は第１０条の

２第１項から

第５項までの

規定若しくは

同法第１２６

条の規定に基

づく除かれた

戸籍の謄本若 

除籍

謄本

又は

抄本

の交

付手

数料 

除籍

の全

部、

個人

又は

一部 

１ 通 に つ

き  ７ ５

０円 

交 付

申 請

の と

き 

しくは抄本の を証   
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交付又は同法

第１２０条第

１項若しくは

第１２６条の

規定に基づく

磁気ディスク

をもって調製

された除かれ

た戸籍に記録

されている事

項の全部若し

くは一部を証

明した書面の

交付 

録事

項証

明書

の交

付手

数料 

  

４・５ （略） 

６ 戸籍法第４

８ 条 第 ２ 項

（同法第１１

７条において

準用する場合

を含む。）の

規定に基づく

届書その他区

長の受理した

書類を閲覧に

供する事務 

届書

等の

閲覧

手数

料 

書 類 １ 件

に つ き  

３５０円 

閲 覧

申 請

の と

き 

７ 行政手続に

おける特定の

個人を識別す

るための番号

の利用等に関

する法律の規

定による通知

カード及び個

人番号カード

並びに情報提

供ネットワー

クシステムに

よる特定個人

情報の提供等

に関する省令

（平成２６年

総務省令第８

５号）第１１

条の規定に基

づく通知カー

ドの再交付 

通知

カー

ドの

再交

付手

数料 

１ 件 に つ

き  ５ ０

０円 

再 交

付 申

請 の

とき 

８ 行政手続に

おける特定の 

個人

番号 

１件につ 

き ８０ 

再交 

付申 

個人を識別す カー ０円 請の 

交付又は同法

第１２０条第

１項若しくは

第１２６条の

規定に基づく

磁気ディスク

をもって調製

された除かれ

た戸籍に記録

されている事

項の全部若し

くは一部を証

明した書面の

交付 

明し

た除

籍証

明書

の交

付手

数料 

  

４・５ （略） 

６ 戸籍法第４

８ 条 第 ２ 項

（同法第１１

７条において

準用する場合

を含む。）の

規定に基づく

届書その他区

長の受理した

書類を閲覧に

供する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届書

等の

閲覧

手数

料 

書 類 １ 件

に つ き  

３５０円 

閲 覧

申 請

の と

き 

７ 行政手続に

おける特定の 

個人

番号 

１件につ 

き ８０ 

再交 

付申 

個人を識別す カー ０円 請又 
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るための番号

の利用等に関

する法律の規

定による通知

カード及び個

人番号カード

並びに情報提

供ネットワー

クシステムに

よる特定個人

情報の提供等

に関する省令

第２８条の規

定に基づく個

人番号カード

の再交付 

ドの

再交

付手

数料 

 とき  

９ （略） 
 

るための番号

の利用等に関

する法律に規

定する個人番

号、個人番号

カード、特定

個人情報の提

供等に関する

省令（平成２

６年総務省令

第８５号）第

２８条の規定

に基づく個人

番号カードの

再交付 

ドの

再交

付手

数料 

 は 再

交 付

の と

き 

８ （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第３～別表第８ （略） 別表第３～別表第８ （略） 

別表第９ 土木部関係手数料（第６条関係） 別表第９ 土木部関係手数料（第６条関係） 

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

１ 東京都屋外

広 告 物 条 例

（昭和２４年

東京都条例第

１００号）第

２３条の規定

に基づく屋外

広告物の表示

又は掲出の許

可の申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外

広告

物許

可申

請手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ・ ２  

(略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

    

事務 手数料

の名称 

額 徴収

時期 

１ 東京都屋外

広 告 物 条 例

（昭和２４年

東京都条例第

１００号）第

２３条の規定

に基づく屋外

広告物の表示

又は掲出の許

可の申請に対

する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外

広告

物許

可申

請手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ・ ２  

(略） 

３  プ ロ

ジ ェ ク

シ ョ ン

マ ッ ピ

ン グ

（ 建 築

物 そ の

他 の 工

作 物 等

に 光 で

投 影 す

る 方 法

に よ り

表 示 さ

れ る 広

告物をい

う。）面

積 ５ 平

方 メ ー

ト ル ま

で ご と

につき 

許 可

申 請

の と

き 

   ３ ， ２

２０円 
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３ ～ １ ６

（略） 

 

 

  （ た だ

し 、 面

積 １ ，

０ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

る も の

に あ っ

て は 、

６ ４

４ ， ０

０ ０

円） 

４ ～ １ ７

（略） 

 

 

    附 則 

  この条例中別表第２の改正規定は公布の日

から、別表第９の改正規定は令和２年７月１

日から施行する。 
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